
永岡玲子税理士事務所、文書作成日；2020 年 8 月 16 日 

 

給与明細の作り方 
 STEP１;勤務時間と時間外労働を確認し、支給する総額を計算しよう 
 

     ここでは給与明細のうち、この部分の記載方法を解説します。 

 

        
    

              時間外労働についての基本 

          

        １日８時間、1 週間４０時間を超えて行われた勤務が「時間外労働」です。 

        この範囲内で会社が独自に決めた出勤時間から退勤時間までの時間を 

「所定労働時間」といいます。 

        

        割増賃金を払う必要があるのは上記のうち「時間外労働」に対してのみです。 

 

        例えば会社で決めた定時が９時～１７時で、1 時間の休憩があるという場合、 

        実際の 1 日の労働時間は 7 時間です。 

        この場合、９時～１８時まで働いた従業員に対して「会社で決めた定時」を１時間超えて 

働いてくれた分に残業代を払うときは“割増賃金（通常時給単価の 1.25 倍の時給）”の 

        計算をする必要はありません。（※法定内残業と呼ばれることが多いです） 

         

一方、上記の例で９時～１９時まで働いた従業員に対する残業代 2 時間分のうち、 

        1 時間分については通常の労働単価×1.25 で計算した残業代を払う必要があります。 

        但し残業代については様々な例外がありますので注意しましょう。 

ポイント 
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① まず計算期間や給与明細の「月度」を確認しましょう。 

 

●●月分、というのは実際にお給料を支給する月を 

表示することが一般的です。 

   ↓   

 

② 次に、出勤日数や実働時間などの勤怠情報を書きます。 

実はこういう「勤怠情報」は給与明細に記す義務自体は 

ありません。 

※特に正社員への給与明細の場合、実働時間まで表記して 

いない会社も多くあります。 

 

後のトラブル回避等の為には記載する方が良いようです。 

   ↓   

 

③ 次に「基本給」や「時間外手当」などを記します。 

時給計算の場合、基本給の欄に「実働時間×その人の時給」 

で計算した金額を記しましょう。 

 

※時間外手当の基本的考え方については前ページを参照。 

   ↓   

 

④ そして通勤費（通勤手当）を記入します。 

他に何か手当項目があれば書き加えましょう。 

  

これで「勤怠」と「支給」項目の基本形は完成です。 


